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定額減税について
【所得税について】
　所得税定額減税に関する詳しい情報は、国税庁ホー
ムページの「定額減税特設サイト」をご覧ください。
　給与支払者向け所得税定額減税コールセンターでは、所得
税の定額減税制度における給与の源泉徴収に関する一般的な
質問や相談を受け付けています。
 ☎ 0120-741-237　受付時間 9:00 ～ 17:00（土日祝除く）
※上記電話番号につながらない場合 0570-02-4562（全国一律料金）

または 03-6626-2067（通常電話料金）
※洲本税務署の代表電話番号（0799-24-1212）に電話し、音声ガ

イダンスに沿って「４」を選択しても繋がります
※間違い電話が多くなっておりますので、くれぐれもかけ間違えのな

いようにご注意願います
※個別具体的な事実関係に応じた相談など個別相談を希望の人は、

所轄の税務署に電話して面接予約してください

【住民税について】
・令和６年度の個人住民税所得割から減税されます
（減税された後の税額で納税していただきます）

・減税方法
　①給与所得に係る特別徴収（給与所得者の人）

令和６年６月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和６
年７月分～令和７年５月分の 11 カ月で均されます。

　②普通徴収（事業所得者等の人）
定額減税「前」の税額をもとに算出された第 1 期分（令和６年
６月分）の税額から控除され、控除しきれない場合は、第 2 期
分（令和 6 年 8 月分）以降の税額から、順次控除されます。

　③公的年金等に係る所得に係る特別徴収（年金所得者の人）
定額減税「前」の税額をもとに算出された令和 6 年 10 月分の
特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和６年
12 月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。
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※課税所得金額…前年中の総所得金額等から基礎控除を差し引いた金額

【表１】令和６年度の税率等　　　※税率・金額の（ ）内は昨年度

【表２】令和６年度の軽減対象世帯

医療保険分
（0 ～ 74 歳）

後期高齢者
支援金等分 

（0 ～ 74 歳）
介護保険分

（40 ～ 64 歳）

所得割 
（課税所得金額※×税率）

7.45％
（7.40％）

3.00%
（2.82％）

2.28%
（2.23％）

資産割 
（固定資産税額×税率）

廃止
（3.75%）

廃止
（1.25%）

廃止
（0.62%）

均等割 
（１人あたり）

2 万 9,800 円
（２万 6,500 円）

1 万 2,000 円
（１万 1,000 円）

1 万 3,000 円
（改正なし）

平等割 
（１世帯あたり）

2 万 2,100 円
（改正なし）

7,000 円
（6,600 円）

7,000 円
（6,600 円）

課税限度額 65 万円
（改正なし）

24 万円
（22 万円）

17 万円
（改正なし）

７割軽減 43 万円＋ 10 万円×（給与所得者等の数※１ー 1）以下の世帯

５割軽減 43 万円＋ 29.5 万円×国保加入者数※２＋ 10 万円
×（給与所得者等の数※１ー 1）以下の世帯

２割軽減 43 万円＋ 54.5 万円×国保加入者数※２＋ 10 万円
×（給与所得者等の数※１ー 1）以下の世帯
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税 定額減税と調整給付（定額減税補足給付金） 問税務課☎43-5213

　デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価
高への支援の一環として、納税者及び同一生計配偶者
又は扶養親族１人につき、４万円（令和６年分の所得税
から３万円・令和６年度分の個人住民税所得割から１万
円）の「定額減税」が行われます。
　その際、定額減税しきれないと見込まれる人に対して
は、当該定額減税しきれない額を１万円単位に切り上げ
て算定した「調整給付金」が支給されます。

対象者
　次のいずれにも該当する人
❶所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方を納め

ている人
❷合計所得金額が 1,805 万円以下の人

※ 1　55 万円を超える給与収入または 60 万円（65 歳以上は 125 万円）を超える
公的年金収入を有する人

※ 2　国保から後期へ移行し、引き続き国保加入者と同じ世帯に属する人（世帯主が
変わった場合を除く）を含む

市ホームページ
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＜例１＞
・一人暮らし
・所得税１万円（減税前） 
・住民税所得割２万円（減税前）
⇒・所得税から１万円の減税
　・住民税所得割から１万円の減税
　・定額減税しきれない所得税分の２万円

が、調整給付金として支払われます。

＜定額減税と調整給付のイメージ＞

＜例２＞
・２人扶養
・所得税 10 万円（減税前） 
・住民税所得割 5 万円（減税前）
⇒・所得税から９万円の減税
　・住民税所得割から３万円の減税
　・定額減税しきれるので調整給付

金なし

調整給付（定額減税補足給付金）について
・令和５年の課税状況に基づき、給付額を算定のうえ、令和６年度個人住民税を課税している市町村より支給されます。
・市ではただいま準備中です。８月以降に対象者へご案内する予定です。

 ご注意ください！
　「定額減税しきれないと見込まれる人」への給付金（「調整給付金」）の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」に注意してください。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国（の職員）などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、南あわじ警察署（0799-
42-0110）か警察相談専用電話 (#9110) に連絡してください。
　また、都道府県・市区町村や国の機関を名乗る心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載された URL にアクセ
スしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除してください。

減税額 / 支援額
減税「前」の税額

所得

｝ ｝｝

定額減税しきれない額
⇒調整給付金を
　支給

減税額
所得税・個人住民税の
定額減税

一
人
当
た
り
の

定
額
減
税
額

（
４
万
円
）




